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・屋外広告業者登録簿（第 26条の 6） 
・特例屋外広告業者届出簿（第 28条の 6） 
・屋外広告業者監督処分簿（第 29条） 
・登録の抹消（第 26条の８、第 28条の 6） 
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許可       許可申請 

・５年毎に更新が必要（第 26条） 
・手数料は 1万円（第 26条） 
・登録の申請書等（第 26条の２） 
・屋外広告業者登録簿に登録（第 26条の３） 
・登録の拒否（第 26条の４） 

・登録事項変更の届出（第 26条の５） 
・廃業等の届出（第 26条の７） 
・営業所毎に業務主任者を選任（第 28条） 
・営業所に標識を掲示（第 28条の２） 
・営業所に帳簿を備える（第 28条の３） 

登録 

義務付け 

・登録取消し、6月以内の営業停止（第 28条の５） 
・報告、立入検査（第 30条） 

取消し等 

市内に屋外広告物を設置したい 

登録 
・県の登録を受けた後、市に特例屋外広告業届 
を提出（手数料はなし） 

・特例屋外広告業者届出簿に記載 
・県の登録を受けた業者は、市の登録を受けた 
ものとみなす。 

屋 

外 
広 

告 

業 

者 
横 

須 

賀 

市 

県登録業者の特例（第 28条の 6） 


